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令和７年度
指定障害福祉サービス事業者等集団指導

運営指導編

 ⾧野市保健福祉部

 福祉政策課福祉監査室



１ 市が行う指導・監査について

指導・監査の目的
障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づくもので、障害福祉サービ

スの質の確保、制度理解の促進及び給付の適正化を図るもの

指導・監査の形態
（１）集団指導
（２）運営指導
（３）監 査
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１ 市が行う指導・監査について

（１）集団指導
事業者の皆さんに一定の場所に集まっていただき、サービス等の取扱い、

自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案
をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方法で行うもの

（障害者総合支援法第10条第１項、児童福祉法第57条の３の２）

（２）運営指導（方法）
福祉政策課福祉監査室の職員が障害福祉サービス事業者等の事業所に

出向き、自己点検表（主眼事項と着眼点）に基づき、関係書類の閲覧、
関係者との面談の方法で行うもの

（障害者総合支援法第10条第１項、児童福祉法第57条の３の２）
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１ 市が行う指導・監査について

（２）運営指導（頻度）
ア 障害者支援施設

指定障害福祉サービス事業者等
指定一般相談支援事業者等 概ね３年に１回
指定特定相談支援事業者
指定障害児相談支援事業者等
指定障害児通所支援事業者等

イ その他必要と認められる障害福祉サービス事業者等
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１ 市が行う指導・監査について

（２）運営指導（令和７年度実施計画）
ア 指導重点事項

(ア) 事業運営の適正化と透明性の確保
a 人員の資格及び員数が基準を満たしているか。
b 介護給付費等の算定（加算・減算を含む。）が基準を満たしているか。

また、算定の根拠となる記録等が適切に整備されているか。
c 管理者が従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行うとともに、運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を
行っているか。
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１ 市が行う指導・監査について

（２）運営指導（令和７年度実施計画）
ア 指導重点事項

(イ)利用者の尊厳保持と利用者本位のサービス提供
a 利用者に対する虐待の防止及び差別の禁止その他の人権の擁護のため、

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、虐待を防止する
ための委員会の開催、及び従業者に対し、研修を定期的に実施する等の
措置を講じているか。

b 個別支援計画が利用者の個々の状況に即して作成（変更）されており、
それに基づく適切な支援が行われているか。

c 身体拘束等は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合のみ行い、行う場合には必要な事項を記録しているか。
また、また、身体拘束等適正化のための委員会の開催、指針の整備、及び
従業者に対し、研修を定期的に実施する等の措置を講じているか。

6



１ 市が行う指導・監査について

（２）運営指導（令和７年度実施計画）
ア 指導重点事項

(ウ)利用者の安全確保と非常災害時における体制整備の強化・徹底
a 火災、水害・土砂災害、地震等に対処するための実効性のある具体的計画

が策定されているか。また、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難・
救出訓練の実施等の対策を講じているか。

b 業務継続計画（感染症・非常災害）の策定ならびに必要な研修及び訓練を
定期的に実施するとともに、必要に応じて計画の見直しを行っているか。

C 感染症の予防及びまん延防止のため、委員会の開催・指針を整備すると
ともに、研修及び訓練を定期的に実施する等必要な措置を講じているか。
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１ 市が行う指導・監査について

（２）運営指導（令和７年度実施計画）
イ 指導対象の選定
（ア）指導対象

令和７年４月１日に現存（休止を除く。）する全ての事業所及び年度途中に
指定を受けた事業所

（イ）選定方法
a 指導対象の事業所のうち、相当の期間にわたって未実施となっている

事業所を中心に選定
b 事業者間の均衡や事業者の負担を考慮し選定
c   前回の運営指導時に、相当数の指摘事項があった事業所等、特に運営指導を

要すると認める事業所
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１ 市が行う指導・監査について

（２）運営指導（監査への変更）
運営指導中に次の状況を確認した場合は、運営指導を中止し、監査を

行う場合があります。

ア 著しい基準違反が確認され、利用者等の生命または身体の安全に危害を
及ぼすおそれがあると判断した場合

イ 給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な内容
と認められる場合
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１ 指導及び監査について

（３）監査
障害福祉サービス事業者等の自立支援給付等の対象サービス等の内容等に

ついて、障害者総合支援法及び児童福祉法に定める行政上の措置（勧告、
命令、一部効力の停止、指定の取消し）に該当すると認められる場合、若し
くはその疑いがあると認められる場合、または、自立支援給付等に係る費用
の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実

関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とするもの
（障害者総合支援法第48条～第50条、第51条の27～第51条の29、第66条～第68条、

児童福祉法第21条の５の22～第21条の５の24、第24条の34～第24条の36）
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１ 指導及び監査について

（３）監査（対象）
次の情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると

認める場合に行います。
ア 要確認情報

（ア）通報・苦情・相談等に基づく情報
（イ）関係機関、相談支援事業所等へ寄せられる苦情
（ウ）自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

イ 運営指導において確認した情報
障害者総合支援法第10条第１項及び児童福祉法第57条の３の２第１項により指導を

行った障害福祉サービス事業者等について確認した指定基準違反
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１ 指導及び監査について

（３）監査（方法）
指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、障害福祉

サービス事業者等に対し、
報告、帳簿書類その他の物件の提出・提示、
関係者の出頭、
事業所への立ち入り、
設備・帳簿書類その他の物件の検査

等を行います。
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１ 指導及び監査について

（３）監査（行政上の措置）
ア 勧告

障害福祉サービス事業者等に障害者総合支援法第49条第１項、同条第２項、
第51条の28第１項、同条第２項及び第67条第１項並びに児童福祉法第21条の５の
23第１項及び第24条の35第１項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合、
当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を順守
すべきことを勧告。

勧告をした場合において、当該障害福祉サービス事業者等に対して、期限内に
文書により報告を求める。

これに従わなかったときは、その旨を公表する場合がある。
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１ 指導及び監査について

（３）監査（行政上の措置）
イ 命令

障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を
とらなかったときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、
その勧告に係る措置をとるべきことを命令。

なお、命令をした場合には、その旨を公示する。
命令をした場合において、当該障害福祉サービス事業者等に対して、

期限内に文書により報告を求める。
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１ 指導及び監査について

（３）監査（行政上の措置）
ウ 指定の取消し等

指定基準違反等の内容等が、障害者総合支援法第50条第１項各号、同条第３項
で準用する同条第１項各号（第12号を除く。）、第51条の29第１項各号、同条
第２項各号、第68条第１項各号及び同条第２項で準用する第50条第１項第８号
から第12号まで並びに児童福祉法第21条の５の24第１項各号及び第24条の36
各号のいずれかに該当する場合は、当該障害福祉サービス事業者等に係る指定を
取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止。
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１ 指導及び監査について

（３）監査（経済上の措置）
エ 返還金

命令又は指定の取消し等を行った場合、当該指定障害福祉サービス事業者等に
対し、自立支援給付等の全部又は一部について障害者総合支援法第８条第２項
及び児童福祉法第57条の２第２項に基づく不正利得の徴収（返還金）として返還
させることができる。

命令、指定の取消し等を行った場合には、その返還させる額に 100分の40を
乗じて得た額を支払わせることができる。
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

ア 内容及び手続の説明及び同意
【主な指導事項等】

○ 利用申込者に対し交付する重要事項説明書の内容について誤った記載がある。
○ 重要事項説明書に第三者評価の実施状況（実施の有無等）が記載されていない。

◆【平18厚令171（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準 平成18年９月29日厚生労働省令第171号）第９条】

◆【平24厚令15（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準 平成24年２月３日厚生労

働省令第15号） 平成18年９月29日厚生労働省令第171号）第12条】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

イ 受給資格の確認
【主な指導事項等】

○ サービスの提供を求められた場合に、その者の提示する受給者証によって、
支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめていない。

◆【平18厚令171第14条】

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定

の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

◆【平24厚令15第13条】

指定児童発達支援事業者は、特定児童発達支援を提供するときは、当該児童発達支援の内容、通所決給付決定保護

者に提供することを契約した特定児童発達支援の量、その他の必要な事項を通所給付決定保護者の通所受給者証に

記載しなければならない。
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

ウ サービス提供の記録
【主な指導事項等】

○ サービスの提供の都度記録、確認がされていない。
○ サービスの具体的内容が記録されていない。

◆【平18厚令171第19条】

１ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した場合は、その提供日、内容その他必要な事項を、当該提

供の都度記録しなければならない。

２ 前項の規定による記録には、当該記録に係る指定居宅介護の提供を受けたことについて支給決定障害者等

の確認を受けなければならない。

◆【平24厚令15第21条】

１ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した場合は、その提供日、内容その他必要な事項を、当該提

供の都度記録しなければならない。

２ 前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受け

なければならない。 19



２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

エ 利用者負担額等の受領
【主な指導事項等】

○ 費用の支払を受けた際に領収証が発行されていない。

◆【平18厚令171第21条第４項】

指定居宅介護事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った

支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

◆【平24厚令15第23条第５項】

指定児童発達支援事業者は、前第１項から３項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該

費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

エ 利用者負担額等の受領
【主な指導事項等】

○ 利用者負担額等について説明を行い、同意を得ていない。
○ 支払を受ける費用の積算根拠が明確に示されていない。

◆【平18厚令171第21条第５項】

指定居宅介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

◆【平24厚令15第23条第６項】

指定児童発達支援事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

エ 利用者負担額等の受領
【主な指導事項等】

○ 預り金の出納管理に係る費用を徴収する場合に必要な書類が備えられていない。
（共同生活援助等）

◆平成18年12月6日:障発第1206002号【障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて】

預り金の出納管理に係る費用については、「その他の日常生活費」とは区別されるべき費用である。預り金の出納管理に

係る費用を利用者から徴収する場合には、

(1) 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること、

(2) 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること、

(3) 利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること

等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となる。
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

オ 給付費等の額に係る通知等
【主な指導事項等】

○ 給付費の額を通知する際、明細書が添付されていない。

◆【平18厚令171第23条第１項】

指定居宅介護事業者は、法定代理受領により指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けたときは、支

給決定障害者等に対し、その者に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

◆【平24厚令15第25条第１項】

指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受け

た場合は、通所給付決定保護者に対し、その者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

カ 計画の作成
【主な指導事項等】

○ アセスメントが行われていない。
○ 計画の作成に係る会議が開催されていない。または、開催しても記録が残されていない。
○ モニタリングの結果が記録されていない。
○ サービス利用開始前に個別計画を説明し、文書により利用者の同意を得ていない。

◆【平18厚令171第58条】
◆【平24厚令15第27条】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

カ 計画の作成
【主な指導事項等】

○個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない。
○計画作成等の経過を残しておらず、業務が適正に行われたか確認できない。

※個別支援計画未作成等減算
次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

（１）サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。

（２）個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと

25



２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

キ 勤務体制の確保等
【主な指導事項等】

○ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間、職務
の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係等が明確に定められていない。

○ 勤務表が適正に整備されていない。
（特に運営法人の代表者や役員が従事している場合）

【平18厚令171第33条第１項】

【平24厚令15第38条第１項】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

キ 勤務体制の確保等
【主な指導事項等】

○ 従業者（特に非常勤の従業者）の研修の機会が確保されていない。
○ 研修が計画的に行われていない。
○ 研修の実施記録が保存されていない。
○ セクハラ、パワハラ等のハラスメントを防止するため、方針の明確化等の

必要な措置が講じられていない。

◆【平18厚令171第33条第３項、４項】

◆【平24厚令15第38条第３項、４項】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

ク 業務継続計画（BCP)の策定等について
【主な指導事項等】

○ 業務継続計画（感染症・非常災害）の策定がされていない。

※いずれか又は両方の計画が未策定の場合、業務継続計画未策定減算

○ 従業者へ業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練が定期的に実施されていない。

◆【平18厚令171第33条の２】

◆【平24厚令15第38条の２】



（１）運営に関する基準

ケ 感染症等の予防及びまん延防止の措置について
【主な指導事項等】

○ 対策検討委員会の定期的開催と従業者への結果の周知徹底が

行われていない。

○ 予防及びまん延防止のための指針が整備されていない。

○ 従業者に対する研修及び訓練が定期的に行われていない。

◆【平18厚令171第34条第３項】

◆【平24厚令15第41条第３項】

２ 運営指導における指導事項等について
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

コ 身体拘束の禁止
【主な指導事項等】

○ 身体拘束を行うのは、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため
緊急やむを得ない場合に限られる。

① 身体拘束をやむを得ず行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録していない。

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催（年１回以上）し、
その結果を従業者へ周知していない。

③ 適正化のための指針を整備していない。
④ 従業者に対する適正化のための研修の定期的な実施（年１回以上）していない。

※いずれか一つでも該当する場合、身体拘束廃止未実施減算

◆【平18厚令171第35条の２】
◆【平24厚令15第44条】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

サ 虐待防止
【主な指導事項等】

○ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催（年１回以上）し、

その結果について、従業者に周知徹底を図っていない。
○ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施（年１回以上）していない。
○ 上記項目を適切に実施するための担当者を置いていない。

※いずれか一つでも該当する場合、虐待防止措置未実施減算

◆【平18厚令171第40条の２】

◆【平24厚令15第45条第2項】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

シ 秘密保持等
【主な指導事項等】

○ 従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用
者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていない。

○ 事業者が、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する
際に、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ていない。

◆【平18厚令171第36条】

◆【平24厚令15第47条】
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２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

ス 情報の公表
【主な指導事項等】

○ 障害福祉サービス等情報公表システム（WAM NET)に支援の内容等運営に関する
情報等を入力し、システムを通して市に報告していない。
※情報公表未報告減算

33

◆ 障害福祉サービス等事業者経営情報の報告について
・報告の単位

「サービス単位」、「事業所単位」、「法人単位」のいずれかの方法で報告
・障害福祉サービス等事業者経営情報の報告内容【必須】

① 事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
② 事業所・施設の収益及び費用の内容
③ 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
④ その他必要な事項

・報告の開始 毎会計年度終了後
・報告の期限 毎会計年度終了後、３月以内
※令和７年度（令和６年度決算情報）については令和７年度末までの報告で可



２ 運営指導における指導事項等について
（１）運営に関する基準

セ 変更の届出等
【主な指導事項等】

○ 届出事項に変更が生じた際に、変更届が提出されていない。

◆【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（平成17年法律第123号）第46条】

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、厚
生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとすると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知
事に届け出なければならない。

３ 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、
厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

※同様の規定
◆【児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20】
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２ 運営指導における指導事項等について
（２）給付費の算定及び取扱い

ア 欠席時対応加算（生活介護等）
【主な指導事項等】

○ 欠席時対応加算について必要事項（利用者の状況、相談援助の内容、日付等）
が記録されていない。

◆【平18留意事項通知1031001第二の２（６）⑩（平18厚告523別表第６の７）】

報酬告示第６の７の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

（１）加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡

があった場合について算定可能とする。 ※前々日、前日又は当日は、開所日単位で考える。

（２）「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状

況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助

の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。

※同様の規定

◆児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平24 厚告122 別表第１の7の注）】
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２ 運営指導における指導事項等について
（２）給付費の算定及び取扱い

イ 食事提供加算（生活介護等）
【主な指導事項等】

○ 個別支援計画への位置づけがされていない。
○ 利用者ごとの食事摂取量が記録されていない。

◆【平18留意事項通知1031001第二の２（６）⑭（平18厚告523別表第６の10）】

報酬告示第６の10の食事提供加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

（１）管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること（外部委託可）

又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。

（２）利用者ごとの摂食量を記録していること。

（３）利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に１回記録していること。
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２ 運営指導における指導事項等について
（２）給付費の算定及び取扱い

ウ 送迎加算（就労継続支援B型等）
【主な指導事項等】

○ 送迎を行ったことが記録から確認できない。
○ 日常的に送迎を利用している利用者について、送迎を利用しない日においても

加算を算定している。

◆【平18留意事項通知1031001第二の３（5）⑯（平18厚告523別表第６の12）】

報酬告示第６の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

（１）1回の送迎につき、平均10人以上（ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、１回の送迎につき、

平均的に定員の100分の50以上）の利用者が利用

（２）週３回以上の送迎を実施

※送迎加算(Ⅰ)については、(１)(２)のいずれにも該当する場合に算定可能。

送迎加算(Ⅱ)については、 (１)(２)のいずれかに該当する場合に算定可能。

37



２ 運営指導における指導事項等について
（２）給付費の算定及び取扱い

エ 福祉専門職員配置等加算
【主な指導事項等】

○ 福祉専門職員配置等加算について、届出と異なる体制で算定されているケースが
見られる。

○ 従業者の異動や退職等により、加算の要件を満たしていない。
◆【平18厚告523別表第5の3】【平24 厚告122別表第１の5の注】

報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

（１）福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活
支援員(生活支援員)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者
の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日に
つき所定単位数を加算する。

（２）福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神
保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、
指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定
している場合は算定しない。

（３）福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事
業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。① 生活支援員として配置されている従業者のうち、
常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。② 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上
従事している従業者の割合が100分の30以上であること。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専
門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は算定しない。
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２ 運営指導における指導事項等について
（２）給付費の算定及び取扱い

オ 福祉・介護職員処遇改善加算
【主な指導事項等】

○ 賃金改善方法、キャリアパス要件、職場環境等要件等について、職員に周知されていない。

◆【平18厚告523別表】【平24 厚告122 別表】

◆【福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて（令和７年３月７日障障発0307第１号・こ支障第11号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課⾧、こども家庭庁支援局
障害児支援課⾧通知）８】

（１）賃金改善方法の周知について

処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を

用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても福祉・介護職員等に周知すること。

福祉・介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、

書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
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より良い支援の実現のために、
今後も適正な事業の運営をお願いしま
す。
事業所内で、不正な事案と思われること等がありましたら、法
令遵守責任者や同僚、上司、法人の役員、行政等の関係機関へ
連絡、相談等をしてください。

日頃から、十分なコミュニケーションを図るとともに、ミー
ティングや研修等をとおして、お互いに注意し合い、牽制し合
える体制づくりに努めてください。
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